被災地へ向かわれる警察歯科医の先生方へお願い

　日歯大・都築、岩原です。私たちは、警察庁・法医学会経由で宮城県入りして２日半が経過しました。毎日、仙台の県警本部から県内各地（１０箇所以上）に設置されている遺体安置所に配置され、活動を行っています。一番遠いところで、県警本部から片道４時間半かかる安置所にも派遣されています。 安置所での遺体収集状況は異なり、検視検案システムも少しずつ確立しつつありますが、場所によって大差があります。
　各地から、歯科的個人識別の協力に被災地入りを考えている先生方にお願いです。 現地、警察歯科医は、遺体の多さに圧倒されてか、デンタルチャートの作成のみ（ダブルチェックもないかもしれません）で、１体５分くらいで資料採取を終了しているところもあると、聞いています。「[F-odont:43] 口腔内写真撮影について」で高橋さんが述べられているように、歯科的個人識別に際して、顔貌・口腔内写真撮影、エックス線画像撮影は必須です。 ただ、平時の個人識別のように行かないことも事実です。そこで、現在の派遣メンバー内では、以下のような手順で所見採取を行っています。
 ・顔貌写真撮影…顔貌と「遺体票」を同時に入れた写真１枚
・強制開口、口腔内清掃
・口腔内写真撮影…正面像１枚、上下顎咬合面像各１枚（正面像はご遺族が記憶している場合の記録として。咬合面像はデンタルチャートを清書する際のメモとして。）
・歯科所見採取、デンタルチャート作成　…メモとしてのデンタルチャート。
・エックス線画像撮影 　　…治療痕のある部位は原則撮影。治療痕がない場合は下顎左右側智歯部。 生前のエックス線写真がある可能性が高い部位。
　以上です。これでも、平時の資料採取と比べて、非常に簡略化したものですが、 デンタルチャートのみに比べて、情報量の多さは雲泥の差です。上記手順で、応援に来ている東北大の先生方にも 統一的な資料採取を行っていただいています。これから被災地入りを考えている先生方には、採取資料のレベル維持のためにも、この手順での資料採取をお願いいたします。
　また、持ち込む資器材について、お願いです。
・被災地に来る際は、統一チャートとして日歯デンタルチャートを多量にお持ち下さい。
・デジタルカメラと併せてメモリーをお持ち下さい。乾電池も必要です。
・照明は明るい大きめのものをお持ち下さい。天候が悪い日は、日中でも暗く良く見えません。
・エックス線関連機器については、照射器のみでなく、デジタルエックス線のセンサー、ＰＣもお持ち下さい。水が十分にないので、フィルムは実質的に使えません。
・ディスポのガウン等を多めにお持ち下さい。寒さ対策に２枚重ねて着用するのが有用です。あるいは、泥が付着しますので、雨ガッパ（上衣とズボンに分れているもの）も有用です。
・使い捨てカイロをお持ち下さい。
・長クツ、安全靴等をお持ち下さい。
　以上、思いつくものを書き出してみました。現地入りに際して、十分な活動をするために、有用です。また、気づいたことがあれば、発信します。なお、これらの情報は、メンバー以外の、なるべく多くの人に伝えてください。
